
書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

設立・定款変更用

2024  年度        事業計画書

特定

非営利活動法人国際移植者組織 トリオ・ジャバン

1 事業実施の方針

国際移植者組織 トリオ・ジャバンの活動目的は国内の臓器移植が日常的な医療となることです。

臓器移植を必要とする患者さんが自国で臓器移植を受けられることです。

移植を待つ人、移植を受けた人、その家族が直面する様々な問題に対してお互いに助け合いサポ

ー トすることです。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【4′300 】千円 )

V

V

定款に記載
された

事業名
事業内容 日時 場所

従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

移植医療を広
めることを目
的とした啓発
事業

学校や議員のもとに訪問
し、移植医療の必要性や
問題点等の講演を行う。

法人成立
後年 1～

3回

全国の小
中高又は
議員会館
を予定

2

移植医療
に理解を
頂ける人

450 0

止む無く海外
渡航を目指す
患者 。家族・

その支援者を
支える支援事
業

渡航移植医療経験者か
ら、渡航から帰国までの
アドバイスとソーシャル
ヮークをする。

法人成立
後年 1～

2回
会議室等 2

患者・家
族・救う
人
7ヽ

30～ 50
1,200

移植を受けた
患者 。その家
族 と移植に関
わ り命を亡 く
した遺族を支
援する事業

東京、もしくは大阪のキ
ャンプ場のようなところ
で、臓器移植者、その家
族、医療者、学生、サポ
ーター、遺族に参加して
もらい医療従事者 。患
者 。関係者間の交流を図
る。

秋
万博記念

公園
2

移植者の
家族 。遺
族

60 300

移植を受ける
患者 。その家
族 と移植に関
わ り命を亡 く
した遺族を支
援する事業

お弁当支援事業 (臓器移
植待等のため遠方に付き
添いで来ている家族向け
にお弁当を発注 (外注 )

してお届けする支援)

法人成立
後年間
100日 ～
200 日

付添者の
宿泊施設

等
2

移植者の
家族

10～ 50 2,000

現状の移植医
療の体制や法
整備の改善を
目的とした政
策提言事業

行政関係者 。国会議員な
どの勉強会にて、現状不
足している移植医療を行
う体制整備の提言及びそ
れに伴う法整備の講演を
行う。

法人成立

後年 1～
2回

行政庁又
は議員会

館
2

行政関係
者 。国会
議員など

10～ 50 800

移植医療を広
めることを目
的とした啓発
事業

マスコミ等から移植医療
に関して問い合わせのあ
った取材についての対応
とプレスリリース配信を
通 して移植医療の重要性
を広めていく。

法人成立
後年 1～

2回

マスコミ

各社
2

報道関係
者

10～ 50 0



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

2025  年度        事業計画書

特定

非営利活動法人国際移植者組織 トリオ・ジャパン

1 事業実施の方針

国際移植者組織 トリオ・ジャパンの活動目的は国内の臓器移植が日常的な医療となることです。

臓器移植を必要とする患者さんが自国で臓器移植を受けられることです。

移植を待つ人、移植を受けた人、その家族が直面する様々な問題に対してお互いに助け合いサポ

ー トすることです。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 】千円 )

V

ヽ´′

日時 場所
従事者
人数

受益

対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

気三馬次|に 言己載
された
事業名

事業内容

全国の小
中高又は
議員会館
を予定

移植医療
に理解を
頂ける人

450

事業

広

目
発

を
を
啓

療

と
た

医

こ
し

植

る
と

移

め
的

学校や議員のもとに訪問
し、移植医療の必要性や
問題点等の講演を行う。

法人成立
後年 1～

3回

30´ν50
1,200

止む無く海外
渡航を目指す
患者 。家族・

その支援者を
支える支援事
業

渡航移植医療経験者か
ら、渡航から帰国までの
アドバイスとソーーシャル
ワークをする。

法人成立

後年 1～
2回

会議室等

者

・

患
族
会

家
う

。
救

60 300

移植を受けた
患者 。その家
族と移植に関
わ り命を亡 く
した遺族を支
援する事業

東京、もしくは大阪のキ
ャンプ場のようなと
で、臓器移植者、そ
族、医療者、学生、
―ター、遺族に参加
も らい医療従事者
者 。関係者間の交流
る。

ろ
家
ポ

て
患
図

こ
の
サ
し

・
を

秋
万博記念

公園

移植者の
家族 。遺
族

10～ 50 2,000

お弁当支援事業 (臓器移
植待等のため遠方に付き
添いで来ている家族向け
支援 )

法人成立
後年間
100日 ～
200 日

付添者の
宿泊施設

等

移植者の
家族

移植を受ける
患者 。その家
族 と移植に関
わ り命を亡 く
した遺族を支
援する事業

10～ 50 800

医
法
を
政

植
や
善
た
業

移
制
改
し
事

の
体
の
と
言

状
の
備
的
提

現
療
整
目
策

行政関係者 。国会議員な
どの勉強会にて、現状不
足している移植医療を行
う体制整備の提言及びそ
れに伴う法整備の講演を
行う。

法人成立

後年 1～
2回

行政庁又
は議員会

館

行政関係
者 。国会
議員など

法人成立
後年 1～

2回

マスコミ
各社

報道関係
者

10～ 50

移植医療を広
めることを目
的とした啓発
事業

マスコミ等か ら移植医療
に関 して問い合わせのあ
った取材についての対応
とプレス リリース配信 を

通 じて移植医療の重要性
を広めていく。



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係)

2024年 度 活 動 予 算 書 (その他 事 業 が ない場 合 )

特定非営

設立 。定款変更用

オ・ジ バ ン

V

V

正会員受取会費

賛助会員受取会費

500,000

1,000,000

受取寄附金

施設等受入評価益

5,000,000

0

受取補助金

移植医療を広めることを目的とした啓発事業収益

止む無く海外渡航を目指す患者・家族・その支援者を支える支援事業収益

移植を受ける患者・その家族と移植に関わり命を亡くした遺族を支援する事業収益

現状の移植医療の体制や法整備の改善を目的とした政策提言事業収益

受取利息

61500,000

【B 用

1

1

給料手当

役員報酬

退職給付費用

福利厚生費

2)そ
旅費交通費(海外)

イベント消耗費(会場費)

外注費(弁 当)

旅費交通費 (国内)

1

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

(2)
消耗品費

水道光熱費

通信運搬費

地代家賃

旅費交通費

減価償却費

150,000

180,000

150,000

1,560,000

120,000

0

401000A当 常 増 減 額

C

計外  収

過年度損益修正益

災害損失

D

正損

D当 期 経 常 外 増 減

正味財産額

40

檜 収 益 計

I■
‐
ヨ

4,300,000

4.300.000Iヨ冊

「 =T]

|



書式第 9号 (法第 10条 。第 25条関係)

2025年度 活動予算書 (その他事業がない場合 )

特定非

設立 。定款変更用

オ バ ン

V

W

正会員受取会費

賛助会員受取会費

500,000

1,000,000

5,000,0002 受取寄附金

受取寄附金

施設等受入評価益

5,000,000

3 受取助成金等

受取補助金

移植医療を広めることを目的とした啓発事業収益

止む無く海外渡航を目指す患者・家族・その支援者を支える支援事業収益

移植を受ける患者・その家族と移植に関わり命を亡くした遺族を支援する事業収益

体制や法整備の

受取利息

収 6,500,000

【B 用

1

1

給料手当

役員報酬

退職給付費用

福利厚生費

0.

01

01

01

(2

旅費交通費(海外)

イベント消耗費(会場費)

外注費(弁当支給)

旅費交通費(国 内)

1,200,000

2,000,000

800,000

1

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

2

消耗品費

水道光熱費

通信運搬費

地代家賃

旅費交通費

減価償却費

150,000

180,000

150,000

1,560,000

120,000

0

40,000当 期 経 :増 減 額 A B

外

過年度損益修正益
固定資産

D 用外

災害損失

用

D当 期 経 手

前 書i期 正 味 :増 〕 買

40,000産額

口 ③―( )+( ) 80,000

外  贈  登 C

T嗅 財 ロ


